
　

読
み
聞
か
せ
の
会
「
ぐ
り
と
ぐ
ら
」
に

よ
る
手
遊
び
や
絵
本
の
読
み
聞
か
せ
な
ど

を
行
い
ま
す
。

　

赤
ち
ゃ
ん
か
ら
大
人
ま
で
ど
な
た
で
も

お
越
し
く
だ
さ
い
。

■
日
時
／
4
月
17
日
㈮
10
時
15
分
～
10
時

45
分

■
場
所
／
絵
本
館

問
絵
本
館
☎
22
―
０
０
５
５

　

町
で
は
、
自
衛
隊
が
自
衛
官
募
集
案
内

を
送
付
す
る
た
め
、
法
令
な
ど
に
基
づ
き

募
集
対
象
者
の
住
所
・
氏
名
な
ど
が
記
載

さ
れ
た
名
簿
を
自
衛
隊
に
提
供
し
ま
す
。

　

募
集
案
内
（
提
供
）
を
望
ま
な
い
方
は
、

申
請
す
る
こ
と
で
名
簿
か
ら

除
外
さ
れ
ま
す
。
詳
細
は
、

町
HP
を
ご
確
認
く
だ
さ
い

■
対
象
者
／
令
和
8
年
度
中
に
18
歳
に
な

る
方

■
受
付
期
間
／
5
月
15
日
㈮
ま
で

問
総
務
課
自
衛
隊
推
進
室

☎
56
―
８
０
０
０

　

今
年
度
中
に
住
宅
に
新
設
す
る
浄
化
槽

工
事
費
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

■
対
象
／
次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
こ
と

①
下
水
道
処
理
区
域
外
に
設
置

る
た
め
注
意
し
ま
し
ょ
う
。
カ
ラ
ス
と
の

共
存
・
共
生
に
ご
協
力
お
願
い
し
ま
す
。

※
役
場
で
は
カ
ラ
ス
の
巣
の
排
除
依
頼
は

受
付
で
き
ま
せ
ん
。
詳
し

く
は
問
合
せ
、
ま
た
は
町

　

HP
を
ご
確
認
く
だ
さ
い

問
住
民
環
境
課
環
境
対
策
室
地
域
衛
生
係

☎
56
―
８
０
０
８

農
林
課
畜
産
林
政
係
☎
56
―
８
０
１
０

　

高
校
・
大
学
な
ど
に
進
学
し
、
さ
ら
な

る
学
業
向
上
を
目
指
す
子
ど
も
が
い
る
家

庭
へ
の
、
返
済
不
要
の
給
付
型
奨
学
金
制

②
個
人
所
有
で
通
常
の
生
活
を
営
む
た

め
の
住
宅
（
居
住
が
条
件
）
に
設
置

③
処
理
対
象
人
員
が
10
人
槽
以
下

④
浄
化
槽
設
備
士
の
い
る
事
業
所
が
施
工

※
そ
の
他
、
補
助
金
の
対
象
と
な
る
条

件
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
申
込
の

際
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
（
補
助
決
定

前
に
設
置
し
た
場
合
は
対
象
外
）

■
申
込
方
法
／
補
助
金
交
付
申
請
予
定
者

申
込
書
を
問
合
せ
先
へ
提
出
。
電
話
で

の
申
込
不
可
。
申
し
込
み
が
予
算
額
を

超
え
る
場
合
は
抽
選
に
よ
り
決
定

■
申
込
受
付
期
間
／
5
月
８
日
㈮
ま
で

※
詳
細
は
、
下
の
二
次
元

コ
ー
ド
よ
り
、
町
HP
を

ご
確
認
く
だ
さ
い

問
住
民
環
境
課
環
境
対
策
室
地
域
衛
生
係

☎
56
―
８
０
０
８

　　

人
や
他
の
動
物
へ
の
危
害
防
止
の
た

め
、
野
犬
掃
討
（
放
た
れ
て
い
る
犬
も
対

象
）
を
実
施
し
ま
す
。

■
日
時
／
4
月
1
日
〜
令
和
９
年
3
月
31
日

愛
犬
が
対
象
に
な
ら
な
い
よ
う
、
次
の

こ
と
を
守
り
ま
し
ょ
う
。

①
放
し
飼
い
な
ど
、
逃
げ
出
せ
る
環
境
で

犬
を
飼
育
し
な
い

②
散
歩
の
際
は
必
ず
リ
ー
ド
を
装
着
す
る

③
犬
の
登
録
、狂
犬
病
予
防
注
射
を
行
い
、

登
録
鑑
札
票
、
予
防
注
射
済
票
を
首
輪

に
つ
け
る

④
犬
が
い
な
く
な
っ
た
時
に
は
す
ぐ
に
役

場
に
連
絡
す
る

⑤
犬
が
戻
っ
た
時
の
連
絡
も
忘
れ
ず
に

度
で
す
。

■
対
象
／
高
校
・
大
学
・
専
門
学
校
な
ど

に
進
学
・
進
級
す
る
子
ど
も
が
い
る
町

内
在
住
の
保
護
者

■
支
給
額
／
高
校
な
ど
は
月
額
9
千
円
、

大
学
な
ど
は
月
額
2
万
5
千
円

■
申
込
期
間
／
４
月
１
日
㈬
～
５
月
31
日
㈰

選
考
に
あ
た
り
学
力
・
所

得
要
件
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

申
込
方
法
な
ど
の
詳
細
は

　

HP
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問
学
校
教
育
課
☎
56
―
８
０
１
８

　
（
自
衛
官
募
集
相
談
員
）
古
谷
和
之
、

　

清
水
礼
子
、
油
谷
賢
次
、
名
畑
由
美
、

　

前
田
義
江
、
北
原
玲
子
、
作
井
繁
樹

　

倶
知
安
町
美
し
い
ま
ち
づ
く
り
審
議
委

員
を
次
の
と
お
り
募
集
し
ま
す
。

■
募
集
人
数
／
4
名

■
応
募
期
間
／
4
月
30
日
㈭
ま
で

■
応
募
方
法
／
住
民
環
境
課
備
付
の
申
込

書
に
記
入
し
提
出

■
活
動
内
容
／

①
環
境
の
保
全
お
よ
び
創
造
に
関
す
る

基
本
的
事
項
の
調
査
審
議

②
ご
み
の
減
量
、
適
正
処
理
な
ど
の
施

策
に
関
す
る
事
項
の
調
査

③
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
調
査
し
、
町

　
　

長
に
意
見
を
述
べ
る

問
住
民
環
境
課
環
境
対
策
室
環
境
係　

☎
56
―
８
０
０
８

■
抽
選
日
時
／
4
月
20
日
㈪
10
時
～

■
抽
選
会
場
／
文
化
福
祉
セ
ン
タ
ー

一
般
世
帯
向
け
（
家
族
向
け
）

・
羊
蹄
団
地
（
北
3
東
7
）

2
Ｄ
Ｋ　

1
戸　

3
階　

駐
車
場
有
料

・
え
ぞ
富
士
団
地
（
南
4
東
6
）

3
Ｌ
Ｄ
Ｋ　

2
戸　

2
階　

■
申
込
／
文
化
福
祉
セ
ン
タ
ー
、

4
月
16
日
㈭
～
18
日
㈯
9
時
～
18
時

※
18
日
㈯
の
み
17
時
ま
で

■
入
居
予
定
／
6
月
上
旬

※
申
込
や
入
居
に
関
す
る
要
件
は
問
合
せ

問
道
営
住
宅
指
定
管
理
者
エ
ム
エ
ム
エ
ス

■
そ
の
他
／
飼
い
犬
の
ふ
ん
尿
の
放
置
に

よ
る
ト
ラ
ブ
ル
に
も
注
意
し
て
飼
育
し

ま
し
ょ
う

問
住
民
環
境
課
環
境
対
策
室
地
域
衛
生
係

☎
56
―
８
０
０
８

　

こ
れ
か
ら
の
時
期
は
、
カ
ラ
ス
の
繁
殖

行
動
に
伴
う
営
巣
や
威
嚇
行
動
が
多
く
な

マ
ン
シ
ョ
ン
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
サ
ー
ビ

ス
㈱
☎
０
１
３
４
―
34
―
１
３
７
３

　

パ
ー
ク
ゴ
ル
フ
で
健
康
づ
く
り
を
し
ま

せ
ん
か
。
初
心
者
も
大
歓
迎
で
す
。

■
年
会
費
／
2
千
円
（
新
規
入
会
者
は
免

除
）

■
主
な
活
動
／
5
～
10
月
、
月
一
回
月
例

コ
ン
ペ
開
催
、
各
種
大
会
参
加
、
パ
ー

ク
ゴ
ル
フ
教
室

■
活
動
場
所
／
旭
ケ
丘
公
園
パ
ー
ク
ゴ
ル

フ
場

■
申
込
方
法
／
随
時
事
務
局
ま
で
問
合
せ

問
倶
知
安
パ
ー
ク
ゴ
ル
フ
協
会
事
務
局

☎
22
―
０
７
７
２
（
佐
藤
敏
和
）

　　

北
海
道
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
で

は
、
住
民
の
皆
さ
ま
の
代
表
と
し
て
制
度

運
営
に
関
す
る
重
要
事
項
を
審
議
し
て
い

た
だ
く
運
営
協
議
委
員
を
募
集
し
ま
す
。

■
応
募
資
格
／
道
内
在
住
の
満
18
歳
以
上

の
方
（
議
員
や
公
務
員
を
除
く
）

■
任
用
期
間
／
7
月
か
ら
2
年
間
（
年
2

回
の
開
催
を
予
定
）

■
賃
金
・
待
遇
／
1
日
に
つ
き
５
千
円
の

報
酬
と
旅
費
を
支
給

■
申
込
方
法
／
北
海
道
後
期
高
齢
者
医
療

広
域
連
合
お
よ
び
市
区
町
村
窓
口
に
あ

る
応
募
要
領
を
ご
確
認
く
だ
さ
い

■
申
込
期
限
／
4
月
30
日
㈭

問
北
海
道
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

☎
０
１
１
―
２
９
０
―
５
６
０
１

　

現
在
町
が
募
集
す
る
会
計
年
度
任
用
職

員
に
つ
い
て
、
町
HP
上
で
、
募
集
職
種
の

一
覧
表
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。

　

勤
務
内
容
な
ど
の
詳
細
や

申
込
・
問
合
せ
先
は
町
HP
を

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　
「
ト
ッ
プ
ペ
ー
ジ
」
→
「
募
集
情
報
」

か
ら

　

北
海
道
で
は
、
農
業
の
生
産
性
向
上
、

農
業
経
営
や
農
村
生
活
の
改
善
な
ど
に
関

す
る
技
術
や
知
識
を
、
試
験
研
究
機
関
や

情報の掲載を希望される場合はご相談ください
※掲載希望月の前月 10 日までに総合政策課広報広聴係へ要連絡

暮らしの

Information

－13－

募

集

農
業
関
係
団
体
と
連
携
し
農
業
者
に
普
及

指
導
す
る
「
普
及
職
員
（
農
業
）」
を
募

集
し
て
い
ま
す
。

　

業
務
内
容
や
採
用
試
験
の

詳
細
は
、
下
の
二
次
元
コ
ー

ド
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問
北
海
道
農
政
部
生
産
振
興
局
技
術
普
及

　

課
普
及
推
進
係

☎
０
１
１
―
２
０
４
―
５
３
７
９

一
般
曹
候
補
生

■
受
験
資
格
／
採
用
予
定
月
の
1
日
現
在
、

18
歳
以
上
33
歳
未
満
の
者

■
受
付
期
間
／
受
付
中
～
5
月
7
日
㈭

■
一
次
試
験
日
／
5
月
16
日
㈯
～
24
日
㈰

の
い
ず
れ
か
一
日

問
倶
知
安
地
域
事
務
所
☎
23
―
３
５
４
０

会
計
年
度
任
用
職
員
募
集

納税だより
周

知

－12－

倶
知
安
町
奨
学
金
制
度

パ
ー
ク
ゴ
ル
フ
協
会
会
員
募
集

自
衛
官
募
集
案
内
の
送
付
を

望
ま
な
い
方
は
申
請
を

野
犬
掃
討
の
実
施
に
つ
い
て

土地家屋の価格などの縦覧および固定資産課税台帳の閲覧

■日時／ 4月 1日㈬～ 6月 1日㈪
8 時 45 分～ 17 時 30 分　※土・日曜・祝日除く

■場所／役場 1階資産税係

問税務課資産税係☎ 56 － 8004

【縦覧】

　納税者が所有する土地・家屋の評価額が適正であるかを確

認するため、縦覧帳簿に記載された町内の他の土地・家屋に

ついて、次の事項を縦覧できます。

○土地＝所在、地番、地目、地積、価格

○家屋＝所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格

　縦覧できる方は、本町の固定資産税納税者とその同居親族、

納税管理人、納税者の委任状のある代理人に限られます。な

お、土地の納税者は土地の、家屋の納税者は家屋の、土地家

屋両方の納税者は土地家屋両方の縦覧ができます。

【閲覧】

　自己の所有する固定資産の課税内容を確認するため、固定

資産税の課税台帳の登録内容を閲覧できます。閲覧できる方

は、所有者とその同居親族、納税管理人、委任状のある代理

人です。また、借地・借家人などの土地・建物について賃借

権を有する方もその権利の対象となる固定資産について記載

された部分を閲覧することができますが、この場合、賃貸借

契約書などの権利を証明する書類の提示が必要です。

※縦覧や閲覧をするときは運転免許証、マイナンバーカード

などの身分証明書を必ず持参してください

納め忘れはありませんか？

　税金の納め忘れのある方は、至急納付してください。また、

「町税を納付できない事情がある」「納付書を紛失してしまっ

た」など、納税に関する相談は随時受け付けていますので、

お気軽に特別債権回収室へ連絡またはお越しください。

問税務課特別債権回収室☎ 56 － 8002

北
海
道
職
員
「
普
及
職
員
（
農
業
）」

採
用
試
験
に
つ
い
て

自
衛
官
募
集

倶
知
安
町
美
し
い
ま
ち
づ
く
り

審
議
委
員
募
集
に
つ
い
て

道
営
住
宅
入
居
者
募
集

カ
ラ
ス
と
の
共
存
に
つ
い
て

浄
化
槽
設
置
補
助
金
の
受
付

運
営
協
議
会
委
員
の
募
集
に
つ
い
て

読
み
聞
か
せ
の
会「
ぐ
り
と
ぐ
ら
」



中
な か の

野 紡
つ む ぎ

希 ちゃん

天
てんじん

神 乃
の え る

咲 ちゃん
（父　隆之　　母　光咲）

足
あ だ ち

立 春
とき

問
倶
知
安
保
健
所
企
画
総
務
課
企
画
係

☎
23
―
１
９
５
２

　

す
る
年
度
ま
で
）
の
子
ど
も

■
助
成
内
容
／
入
院
・
通
院
お
よ
び
指
定

訪
問
看
護

■
自
己
負
担
額
／
初
診
時
一
部
負
担
金
の

み
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費

■
対
象
者
／
20
歳
未
満
の
子
ど
も
が
い
る

ひ
と
り
親
家
庭
の
親
子
ま
た
は
両
親
の

い
な
い
家
庭
の
子
ど
も（
所
得
制
限
有
）

■
助
成
内
容
／
入
院
・
通
院
お
よ
び
指
定

訪
問
看
護
（
親
は
入
院
・
訪
問
看
護
の

み
）

■
自
己
負
担
額
／
初
診
時
一
部
負
担
金
ま

た
は
医
療
費
の
１
割

問
福
祉
医
療
課
保
健
医
療
室
国
保
医
療
係

☎
56
―
８
０
０
６

　

西
小
学
校
樺
山
分
校
に
つ
き
ま
し
て
、

令
和
８
年
度
は
一
時
休
校
と
い
た
し
ま

す
。

問
学
校
教
育
課
☎
56
―
８
０
１
８

　

子
ど
も
子
育
て
支
援
金
と
は
、
全
て
の

世
代
や
企
業
の
皆
さ
ま
か
ら
支
援
金
を
い

た
だ
き
、
子
育
て
施
策
の
拡
充
に
充
て
る

も
の
で
、
社
会
全
体
で
子
ど
も
や
子
育
て

世
帯
を
支
え
る
制
度
で
す
。

　

令
和
８
年
度
４
月
か
ら
各
医
療
制
度
で

ご
負
担
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
今

年
度
の
負
担
率
等
は
次
の
と
お
り
で
す
。

■
国
民
健
康
保
険
（
年
間
）
／

所
得
割
０
・
29
㌫
、
均
等
割
（
18
歳
以

上
の
み
）
1
１
０
０
円
、
平
等
割

　

令
和
8
年
3
月
分
（
4
月
納
付
分
）
か

ら
健
康
保
険
料
率
は
10
・
28
㌫
（
マ
イ
ナ

ス
0
・
03
㌫
）、
介
護
保
険
料
率
は
1
・

62
㌫
（
プ
ラ
ス
０
・
03
㌫
）
と
な
り
ま
す
。

加
入
者
の
健
康
づ
く
り
や
医
療
機
関
へ

の
か
か
り
方
が
医
療
費
お
よ
び
保
険
料
率

の
上
昇
を
抑
え
る
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す

の
で
、
引
き
続
き
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。

問
全
国
健
康
保
険
協
会
（
協
会
け
ん
ぽ
）

　

北
海
道
支
部

☎
０
１
１
―
７
２
６
―
０
３
５
２

　

新
し
く
な
っ
た
様
式
に
は
住
民
票
の
住

所
が
確
認
で
き
る
書
類
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
・
運
転
免
許
証
・
在
留
カ
ー
ド
・

住
民
票
の
写
し
）
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

■
対
象
／
町
に
住
民
票
を
移
し
て
い
な
い

方法
人
契
約
の
場
合
は
、
初
回
契
約
時
の

み
、
登
記
簿
謄
本
の
写
し
と
法
人
番
号
を

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

同
意
事
項
に
署
名
が
必
要
と
な
り
ま
す

の
で
、
窓
口
ま
た
は
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
手

続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
水
道
課
総
務
係
☎
56
―
８
０
１
３

　

町
内
に
住
民
登
録
が
あ
る
健
康
保
険
加

入
者
の
う
ち
次
の
方
に
医
療
費
助
成
を
し

ま
す
。（
国
保
医
療
係
で
手
続
き
が
必
要
）

子
ど
も
医
療
費

■
対
象
者
／
0
歳
～
18
歳
（
18
歳
に
到
達

－14－

春
の
火
災
予
防
運
動
が
始
ま
り
ま
す
！

　

４
月
20
日
㈪
か
ら
４
月
30
日
㈭
ま
で
の

間
、「
春
の
火
災
予
防
運
動
」
を
実
施
し

ま
す
。

　

春
の
火
災
予
防
運
動
は
気
温
上
昇
に

伴
っ
て
空
気
が
乾
燥
し
、
強
風
に
よ
り
火

災
が
延
焼
拡
大
し
や
す
い
時
期
を
迎
え
る

に
あ
た
り
、
火
災
予
防
意
識
の
一
層
の
普

及
を
図
る
こ
と
で
、
火
災
の
発
生
を
未
然

に
防
止
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま

す
。

　

一
人
ひ
と
り
が
火
の
取
り
扱
い
に
十
分

注
意
し
、
火
災
を
発
生
さ
せ
な
い
よ
う
に

し
ま
し
ょ
う
。

消
防
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

ま
ち
の
事
件
簿
ー
地
域
安
全
ニ
ュ
ー
ス

令和 8 年 令和 7 年
人　身 11 件 2 件
物　損 371 件 398 件
死　者 0 名 0 名

2 月末までの
町内交通事故発生状況

令和 8 年 令和 7 年
火　災 0 件 2 件
救　急 213 件 269 件
救　助 7 件 6 件
その他 26 件 17 件

2 月末までの災害出動状況

おたんじょう
おめでとう

人の動き　令和 8年 2月末現在

人 口

男

女

世　　帯　　数

17,184人

 9,107人

 8,077人

11,097世帯

（前月比 -231）

（前月比 -111）

（前月比 -120）

（前月比 -216）

うち外国籍住民 4,111人（前月比 -214）

2
月
の
主
な
事
件

▽
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
か
ら
食
料
品
が

盗
ま
れ
る
事
件
が
発
生
し
ま
し
た
。

▽
職
場
内
で
現
金
が
盗
ま
れ
る
事
件
が
発

生
し
ま
し
た
。

2
月
の
主
な
交
通
事
故

▽
1
日
、
道
道
に
お
い
て
出
会
い
頭
に
よ

る
重
傷
人
身
事
故
が
発
生
し
ま
し
た
。

▽
6
日
、
道
道
に
お
い
て
追
突
に
よ
る
人

身
事
故
が
発
生
し
ま
し
た
。

▽
15
日
、
国
道
に
お
い
て
正
面
衝
突
に
よ

る
人
身
事
故
が
発
生
し
ま
し
た
。

－15－

ごめいふくをお祈りします

再
利
用
で
き
る
も
の
は
、

町
と
連
携
す
る
民
間
サ
ー

ビ
ス
で
、
無
料
・
簡
単
に

リ
ユ
ー
ス
（
再
利
用
）
！

消 費 者 コ ー ナ ー
倶知安消費者協会

　

１
０
０
０
円
、
限
度
額
３
万
円

■
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
（
年
間
）
／

所
得
割
0
・
28
㌫
、
均
等
割
１
３
６
４

円
、
限
度
額
２
万
１
０
０
０
円

■
被
用
者
保
険
（
協
会
け
ん
ぽ
・
共
済
・

健
保
組
合
な
ど
）
／

標
準
報
酬
月
額
の
う
ち
0
・
23
㌫
（
労

使
折
半
と
し
負
担
割
合
は
0
・
１
１
５

㌫
ず
つ
）

問
福
祉
医
療
課
保
健
医
療
室
国
保
医
療
係

☎
56
―
８
０
０
６

■
試
験
日
時
・
場
所
／
８
月
25
日
㈫
13
時

30
分
～
16
時
・
札
幌
市

■
受
験
資
格
／
学
校
や
病
院
、
飲
食
店
な

ど
で
、
２
年
以
上
の
調
理
業
務
経
験
の

あ
る
者
（
令
和
８
年
５
月
15
日
時
点
）。

詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
受
付
期
間
／
４
月
30
日
㈭
～
5
月
15
日
㈮

受
験
案
内
（
願
書
）
は
倶
知
安
保
健
所

ま
た
は
道
HP
よ
り
入
手
可
能
で
す
。

3 月 16 日㈪までに住民環境課住民係へ
届け出があったもので、承諾を受けた内容
について掲載しています。

ようてい法律事務所

弁護士 渡邉 恵介
☎ 21-6228

自
転
車
に
「
青
切
符
」
制
度
導
入
へ

　毎日の通勤・通学や買い物、趣味に自転車を使っている方は多い

と思います。気軽に乗れる自転車ですが、今年 4月から大きなルー

ル変更が始まります。

令和 8年 4月 1日、改正道路交通法が施行され、自転車の交通違

反に「交通反則通告制度」、いわゆる「青切符」が導入されます。

　これまで自転車の軽微な違反は注意・指導にとどまることが多

かったのですが、今後は 16 歳以上の方が違反した場合、反則金の

納付を求められることになります。例として、スマートフォンを手

に持って運転する「ながら運転」は 1万 2千円、信号無視や右側通

行（逆走）・歩道の違法走行は 6 千円などとなっています。イヤホ

ンを装着して運転する場合も対象となる可能性があります。

手続きとしては、警察官から「交通反則告知書（青切符）」と「納

付書」が手渡され、原則 7日以内に銀行や郵便局で反則金を納付し

ます。反則金を支払うことで刑事手続きには進まず、前科もつきま

せん。ただし、悪質・危険な違反や酒酔い運転などは「青切符」で

は済まず、従来どおり「赤切符」による刑事手続きの対象となり、

前科となる可能性がある点には注意が必要です。

　また、交通の危険が生じるおそれのある一定の違反行為（危険行

為）を繰り返す運転者に対しては、「自転車運転者講習」の受講が

義務付けられ、無視した場合は罰金が科される可能性もあります。

　「自転車だから大丈夫」「高校生だから大丈夫」という認識は、も

はや通用しません。制度の導入を機に、ご自身の普段の走り方を今

一度振り返り、ご家庭でも、ぜひこのルール変更を共有していただ

ければと思います。
■消費生活相談室（公民館 1 階団体室）
■月・水・金曜日 10 時～ 15 時　☎ 23-1522

倶知安消費者協会総会のご案内

■日時／ 4 月 17 日㈮ 10 時～
■場所／文化福祉センター中ホール
■議事／令和 7 年度の活動・会計・監査・苦情相

談の諸報告、令和 8 年度活動計画・会計予算
など
皆様のご参加をお待ちしています。新規会員も

募集中です。

　町や倶知安警察署では詐欺被害にあわないよう
に警告していますし、当欄でも数多く広報してい
ますが、詐欺の手口はますます巧妙になっていま
す。倶知安警察署管轄でも実際に特殊詐欺が発生
しています。怪しいと思ったら相手にしないこと
です。

医
療
保
険
制
度
に
お
け
る
子
ど
も
子

育
て
支
援
納
付
金
に
つ
い
て

医
療
費
の
助
成

水
道
使
用
届
出
書
が
新
し
く
な
り
ま
し
た

西
小
学
校
樺
山
分
校
の
お
知
ら
せ

令
和
8
年
度
保
険
料
率
の
改
定

令
和
８
年
度
調
理
師
試
験
実
施

○倶知安町ホームページ

https://www.town.kutchan.hokkaido.jp/

○ Facebook

https://m.facebook.com/kutchan.hokkaido/

○倶知安町 LINE 公式アカウント

LINE ID：＠ kutchan
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